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Japan Tax Newsletter 
 

デロイト トーマツ税理士法人 

2018 年 12 月 21 日号 

平成 31 年度税制改正大綱 重要項目一覧 

平成 30 年 12 月 14 日、与党より平成 31 年度税制改正大綱（以下「大綱」）が公表され、12 月 21 日に閣議決定さ

れた。 

研究開発税制の見直しのほか、国際課税の分野において過大支払利子税制、移転価格税制及び外国子会社合算

税制の改正が予定されている。 

法人課税において重要度が高いと思われる項目を中心に抜粋した一覧は、次のとおりである。 

1 法人課税 

(1) 研究開発税制の見直し（p60） 

1) 試験研究費の総額に係る税額控除制度についての税額控除率の見直し等 
 増減試験研究費割合＞8％ ⇒ 税額控除率＝9.9％＋（増減試験研究費割合－8％）×0.3 

（10％を上限：現行と同じ） 
 増減試験研究費割合≦8％ ⇒ 税額控除率＝9.9％－（8％－増減試験研究費割合）×0.175 

（6％を下限：現行と同じ） 
 研究開発を行う一定のベンチャー企業※については、控除税額の上限が当期の法人税額の 40％（現行

25％）に引き上げられる。 
※研究開発を行う一定のベンチャー企業：設立後 10 年以内の法人のうち当期において翌期繰越欠損金額を有

するもの（大法人の子会社等を除く） 

2) 試験研究費の額が平均売上金額の 10％を超える場合における、試験研究費の総額に係る税額控除制度の

控除税額の上限の上乗せ特例について、改組と適用期限 2 年延長 
 控除税額の上限（25％又は 40％）に、（試験研究費割合－10％）×2（10％を上限）を上乗せ（現行と同じ） 
 試験研究費の総額に係る税額控除における税額控除率＝総額税額控除率として算出した率＋当該算出した

率×控除割増率 
控除割増率＝（試験研究費割合－10％）×0.5（10％を上限） 

 平均売上金額の 10％を超える試験研究費に係る税額控除制度（いわゆる高水準型）については廃止 

3) 中小企業技術基盤強化税制について、増減試験研究費割合が 5％を超える場合の特例を増減試験研究費割

合が 8％を超える場合の特例に見直した上、適用期限が 2 年延長 
 上記と同様に、試験研究費の額が平均売上金額の 10％を超える場合に税額控除率を割り増す措置がとられ

る 

4) 試験研究費の総額に係る税額控除制度の税額控除率の上限を 14％とする特例の適用期限を 2 年延長 
5) 特別試験研究費の額に係る税額控除制度について対象の追加や控除税額の上限等の見直し 
6) 地方税についても、中小企業者等の試験研究を行った場合の税額控除制度等について、一部見直しが行われ

る。 
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(2) 中小企業者等の支援（p64） 

1) 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期限を 2 年延長 
2) 中小企業投資促進税制の適用期限を 2 年延長 
3) 中小企業経営強化税制について、一部明確化等を行った上、適用期限を 2 年延長 
4) 商業・サービス業・農林水産業活性化税制について、要件追加の上で適用期限を 2 年延長 
5) 地域未来投資促進税制について、一部見直しの上、適用期限がを 2 年延長 
6) 中小企業が行った防災・減災設備への投資についての特別償却制度の創設 
 中小企業等経営強化法（改正予定）の事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画（仮称）の認定を受

けた中小企業者が、平成 33 年 3 月 31 日までの間に取得・事業供用した特定事業継続力強化設備について

の特別償却（取得価額の 20％） 

(3) みなし大企業の範囲の見直し（p65） 

1) 中小企業投資促進税制、中小企業者経営強化税制等について、事業承継ファンドを通じて株式を保有されて

いる場合の措置がとられる。 
2) みなし大企業の判定において、大規模法人に次の法人が加えられる。また、判定対象となる法人の発行済株

式等から自己株式等が除外される。 
 大法人の 100％子法人 
 100％グループ内の複数の大法人に発行済株式又は出資の全部を保有されている法人 

(4) 組織再編税制における適格要件等の見直し 

1) 株式交換等の後に、株式交換等完全親法人を被合併法人とし、株式交換等完全子法人を合併法人とする適

格合併を行うことが見込まれている場合における適格要件の見直し（p81） 
2) 合併、分割及び株式交換に係る適格要件等のうち、対価に関する要件について、対象となる合併法人等の親

法人の株式に、合併法人等の発行済株式の全部を間接に保有する関係がある法人の株式を追加（p81） 
 当該見直しに伴い、対価となる株式が一定の外国法人である場合を除外（p112） 

(5) その他 

1) 仮装通貨の評価方法に時価法を導入（p74） 
2) 連結納税における加入特例適用・異動届出書等の手続きについて、一部簡素化（p81） 
3) 役員給与における業績連動給与の手続きに係る要件について、一部見直し（p82） 

2 地方税体系の見直し 

(1) 法人事業税の税率の改正と特別法人事業税の創設（p71） 

 法人事業税の所得割・収入割の税率を引き下げ、特別法人事業税を創設する（税率トータルは改正前とほぼ

変更なし） 
 平成 31 年 10 月 1 日以後開始事業年度から適用 

1) 外形標準課税適用法人（資本金 1 億円超の普通法人） 
 事業税所得割標準税率 特別法人事業税 改正案合計 

現行 A 改正案 B 税率 （参考） 
C＝A×B 

（参考） 
A＋C 

年 400 万円以下 1.9％ 0.4％ 260％ 1.04％ 1.44％ 
年 400 万円超 800 万円以下 2.7％ 0.7％ 260％ 1.82％ 2.52％ 
年 800 万円超 3.6％ 1％ 260％ 2.6％ 3.6％ 

 資本金 1 億円超の普通法人の所得割の制限税率は、標準税率の 1.7 倍（現行 1.2 倍）に引き上げ 

2) 中小法人（資本金 1 億円以下の普通法人等） 
 事業税所得割標準税率 特別法人事業税 改正案合計 

現行 A 改正案 B 税率 （参考） 
C＝A×B 

（参考） 
A＋C 

年 400 万円以下 5％ 3.5％ 37％ 1.295％ 4.795％ 
年 400 万円超 800 万円以下 7.3％ 5.3％ 37％ 1.961％ 7.261％ 
年 800 万円超 9.6％ 7％ 37％ 2.59％ 9.59％ 



3 

 

(2) 特別法人事業税の概要（p72） 

 納税義務者等：法人事業税（所得割又は収入割）の納税義務者に対する国税 
 課税標準：法人事業税額（標準税率により計算した所得割額又は収入割額） 
 申告納付等：都道府県に対して、法人事業税と併せて行う 
 国への払込み：都道府県は納付額を国の交付税及び譲与税配付金特別会計に払い込む 

(3) 特別法人事業譲与税（仮称）の創設（p72） 

3 国際課税 

(1) 過大支払利子税制の見直し（p98） 

その事業年度における対象支払利子等の額（支払利子等の額から対象外支払利子等の額を控除した残額をいう）の

合計額からこれに対応するものとして計算した受取利子等の額の合計額を控除した残額が本税制の対象とされる。 

1) 対象外支払利子等の額の意義 
支払利子等を受ける者においてわが国の課税所得に含まれる支払利子等の額などをいい、一定の関連者が他の者

を通じて当該法人に資金を供与したと認められる場合等における当該他の者に対する支払利子等の額が除かれる。 

2) 調整所得金額の計算方法の見直し 
所得金額に加算する金額から受取配当等の益金不算入額を除外するなど、所要の整備が行われる。 

3) 損金算入限度額の見直し 
調整所得金額の 20％（現行：50％）が限度とされる。 

4) 適用除外基準の見直し 
 金額基準は、2,000 万円以下（現行：1,000 万円以下）であること 
 割合基準は、割合の計算方法を見直しの上、所定の割合が 20％以下であること 

5) 超過利子額（損金不算入額の繰越額）の損金算入 
超過利子額の損金算入は、対象純支払利子等の額と調整所得金額の 20％（現行：50％）に相当する金額との差額

が限度とされる。 

6) 適用関係 

上記の改正は、平成 32 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度分の法人税について適用される。 

(2) 移転価格税制の見直し（p100） 

1) 対象となる無形資産の明確化 
有形資産及び金融資産以外の資産で、独立事業者間で譲渡等が行われるとした場合に、通常、対価の支払が行わ

れるべきものが対象とされる。 

2) 独立企業間価格の算定方法の整備 
比較対象取引が特定できない無形資産取引等に対する価格算定方法として有用性が認められているディスカウント

キャッシュ フロー法（DCF 法）が加えられる（推定課税における価格算定方法についても、同様）。 

3) 評価困難な無形資産に係る取引（特定無形資産取引）に係る価格調整措置の導入 
 特定無形資産取引に係る独立企業間価格の算定の基礎となる予測と結果が相違した場合に、税務署長が一

定の方法により算定した金額を独立企業間価格とみなして更正等をすることができることされる 
（注）税務署長が算定した独立企業間価格と当初取引価格との相違が 20％を超える場合に限られる 

 国税当局の当該職員が所定の書類の提出等を求めた日から一定期間以内に法人からその書類の提出等が

あった場合には、価格調整措置は適用されない 

4) 更正期間等の延長 
7 年（現行：6 年）に延長される。 

5) 差異調整方法の整備 
比較対象取引の利益率を参照する価格算定方法において、一定の場合には、四分位法に基づく方法により差異調

整を行うことができることとされる。 
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6) 適用関係 

上記の改正は、平成 32 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度分の法人税及び平成 33 年分以後の所得税について

適用される。 

(3) 外国子会社合算税制の見直し(p103) 

1) 特定外国関係会社の範囲の見直し等 
 ペーパー カンパニーの範囲から、（1）持株会社である一定の外国関係会社、（2）不動産保有に係る一定の外

国関係会社、（3）資源開発等プロジェクトに係る一定の外国関係会社が除外される 
 ペーパー カンパニーの判定における保険委託者特例の要件が見直される 
 事実上のキャッシュ ボックスの範囲に、（1）非関連者等からの一定の収入保険料の総収入保険料に対する割

合が 10％未満であること及び（2）非関連者等に対する一定の支払再保険料の総収入保険料に対する割合が

50％未満であることのいずれにも該当する外国関係会社が加えられる 

2) 対象外国関係会社に係る非関連者基準の判定方法の見直し 
 保険業を主たる事業とする外国関係会社の非関連者基準の判定において、一定の収入を関連者から収入す

るものに該当しないこととされる 

3) 会社単位の合算課税制度における適用対象金額の計算方法に関する措置 
 現地法令基準による外国関係会社の所得の金額の計算上、現地法令のうち、連結納税の規定及びパススル

ーとして取り扱われる規定は適用されない 

4) 適用免除基準における租税負担割合の計算方法に関する措置 
 分母の「本店所在地国の外国法人税の法令により計算した所得の金額」及び分子の「本店所在地国において

課される外国法人税」は、現地法令のうち、連結納税の規定及びパススルーとして取り扱われる規定を適用し

ないところで計算する等の措置が講じられる 

5) 部分合算課税制度における部分適用対象金額の範囲の見直し 
部分合算課税の対象となる特定所得の金額に、収入保険料の合計額（支払再保険料控除後）から支払保険金の合

計額（収入再保険金控除後）を減算した金額が加えられる。 
（注）外国金融子会社等に該当する部分対象外国関係会社が除かれる 

6) 二重課税調整に関する措置 
 内国法人が合算課税の適用を受ける場合に控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算上、外国関係

会社の本店所在地国において課される外国法人税の額は、現地法令のうち、連結納税の規定及びパススルー

として取り扱われる規定を適用しないところで計算した外国法人税の額とされる 
 外国子会社からの配当等に係る二重課税調整について、修正申告書又は更正の請求書に所定の書面の添付

がある場合にもその適用を受けることができるとする等の見直しが行われる 

7) 適用関係 

上記（上記 1）の 3 点目、5)及び 6)の 2 点目を除く）の改正は、内国法人の平成 31 年 4 月 1 日以後に終了する事

業年度の合算課税（外国関係会社の平成 30 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度に係るものに限る）について適

用される。 

上記 1)の 3 点目及び 5)の改正は、外国関係会社の平成 31 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度について適用さ

れる。 

上記 6)の 2 点目の改正は、内国法人の平成 31 年 4 月 1 日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税に

ついて適用される。 

(4) 平成 32 年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者

及び外国法人に係る課税の特例の創設（p109） 

 選手、審判員等の大会関係者である非居住者の報奨金等及び一定の給与等については、所得税を課さないこ

ととされる 
 大会関連業務を行う外国法人が支払を受ける一定の使用料及び一定の恒久的施設帰属所得については、所

得税及び法人税を課さないこととされる 

(5) 台湾との間での金融口座情報の自動的な提供のための報告制度等の整備（p110） 

 台湾との間での金融口座情報の自動的な提供のための報告制度等の整備（p110） 
 国別報告事項の提供制度における子会社方式の適用に係る最終親会社等の居住地国に台湾が加えられる 
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4   納税環境整備 

(1) 情報照会手続の整備（p114）  

1) 事業者等への協力要請 
国税庁等の当該職員は、事業者等に国税に関する調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧・提供

その他の協力を求めることができることが法令上明確化される。 

2) 事業者等への報告の求め 
 所轄国税局長は、次の要件の全てを満たす場合には、事業者等に、特定取引者の氏名・名称等につき、60 日

を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して定める日までに、報告を求めることができる

こととされている。 
 特定取引者の国税について、更正決定等をすべきこととなる相当程度の可能性がある場合 
 この報告の求めによらなければ、特定取引者を特定することが困難である場合 

 所轄国税局長は、上記の報告の求めを行う場合には、事業者等の事務負担に配慮するとともに、報告を求め

る事項を書面で事業者等に通知しなければならない 
 上記の報告の求めに対する拒否又は虚偽報告については、検査拒否等の場合と同様の罰則が設けられる 
 上記の報告の求めについては、処分として不服申立て又は訴訟の対象とするほか、所要の措置が講じられる 

3) 適用 
 上記の改正は、平成 32 年 1 月 1 日以後に行う協力又は報告の求めについて適用される。  
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過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 
www.deloitte.com/jp/tax/nl/japan 

 

お問い合わせ 

デロイト トーマツ税理士法人 東京事務所 
所在地 〒100-8362 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号 丸の内二重橋ビルディング 
Tel 03-6213-3800（代） 
email tax.cs@tohmatsu.co.jp 
会社概要 www.deloitte.com/jp/tax 
税務サービス www.deloitte.com/jp/tax-services 
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